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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

(火）平成29年5月23日
元榮太一郎(自民）

1問改正法案において，詐害行為取消権について行為類
型ごとの要件の特例を定める規定を新設した理由を，法
務当局に問う。

（答）

1 現行法

現行法においては, どのような行為が詐害行為に該当する
かに関しては， 「債権者を害する」 という一般的な要件のみ
が定められているが，判例は，例えば，相当の対価を得てし

○た処分行為であっても原則として詐害行為に該当すると解釈
するなど，比較的広範に詐害行為該当性を認めていると理解
されている。

2破産法における否認との比較

他方で，平成16年の破産法改正では，詐害行為取消権と
類似の制度である否認権について，その要件が不明確かつ広
範であることによって取引の萎縮効果等が生ずることを回避
するため，行為類型ごとに要件の見直しがされた。
しかし，その結果，同じ行為であっても，詐害行為取消の

､ 対象にはなるが，否認の対象にはならない事態が生じ得るこ
Cととなり，類似の制度間でアンバランスが生ずることとなっ

た。

3改正法案

そこで,改正法案においては, ｡①相当の対価を得てした財
産処分行為（第424条の2） ，②既存の債務についての担
保の供与及び債務消滅行為（第424条の3及び第424条
の4）に関して，行為類型ごとに「債権者を害する」 という

一般的な要件の特例を置きそのようなアンバランスを解消
することとしている。
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否麗

相当対価を得てした処分
行為

原則として詐害行為に鮫当。
ただし､その目的･動樋が正当
なものである塙合には詐害行
為に骸当しない。

■

次の要件を全て充たせば,取り調すことかで害や
鯖424条の2)。
①当鮫行為が財産の種類の変更により債務者にお
いて隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるも
のであること

②債務者が隠匿等の処分をする窓思を有している
こと．

③受益者が当鮫行為の当時債務者が隠匿等の処
分をする窓思を有していることを知っていたこと

次の要件を全て充たせば,否麗することができも(砿
産法第161条第1項)。
①当該行為が財産の種類の変更により破産者にお
いて鬮匿等の処分をするおそれを現に生じさせるも
のであること

②破産者が隠匿等の処分をする意思を有しているこ
と

③相手方が当麟行為の当時破産者が隠匿等の処
分をする窓思を有していることを知っていたこと

既存の債務についての
担保の供与

原則とじて詐害行為に咳当。
ただし営菜継続のためやむを
得ない場合で,合理的な限度を
超えないものは詐害行為に骸
当しないとしたものもある。

欠のいずれかの塙合は,取り調ずことかできもl蕊

424条の3)

準払不能の時に行われたものであり,債犠者と
受益者とが通媒して他の債権者を害する意図をもつ
て行われたものである場合

②当咳行為が債務者の較務に属せず;又はその闘
期が債務者の穣務に属Lない行為であって’支払
不能になる前30日以内にされたものであり,かつ，
その行為が債務者と受益者とが通謀して他の債権
者を害する窓図をもって行われた塙合

欠のいずれかの塙合は,否鯉することができや(蝦
壷法第162条第1項)。
，支払不能になった後にした行為であり,債樋者が
支払不能であったこと又は支払停止があったことを
知っていた場合

②破産手統開始の申立てがあった後にした行為で
あり,債権者が破産手続開始の申立てがあったこと
を知っていた増合
③当該行為が破産者の職務に属せず,又はその時
期が破産者の麓務に属Lない行為であって,支払
不能になる前30日以内にされたもの(ただし,債椎
者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実
を知らないときを除くb)

既存の債務についての
消滅行為(弁済等）

原則として詐害行為I轆当せ
ず。
ただし,･債権者と債務者が通牒
し,他の債権者を害する意思を
もっていた場合は,詐害行為に
該当する。

迂存の債務についての担保の侠与の壁汗と同じ唾
ある｡ただし,要件を充たさない場合であっても,債
礒消滅行為のうち受益者の受けた給付の価額が当
咳行為によって淵滅Lた債務の額より過大であり;
匿務者が債祖者を害することを知ってした行為(た
だし,受益者がその行為の当時債枢者を害すること
を知らなかったときを除く｡)については,その淵滅
Lた債務の額に相当する部分以外の部分につい
て.詐害行為取消鯖求をすることができる(第424
条の4)。

蕊存の債務についての担保の供与の要件と同じで
ある｡ただし,要件を充たさない増合であっても,債
勝消域行為のうち債権者(相手方)の受Ifた給付の
価額が当駿行為によって消滅した俄務の額より過
大であり,破産者が破産債権者を害することを知っ
てした行為(ただし,利益を受けた者がその行為の
当時破産債権者を害することを知らなかったときを
除く｡)等については,その消滅した債務の額に相
当する部分以外の部分について,否鹿することがで
きる(破産法第160条第2項)。
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（答）

1 現行法
現行法の条文からは明確でないが；判例は，受益者が善意
であり，その者に詐害行為取消請求をすることができない場

'‘○合であっ天も，悪意の転得者には，詐害行為取消請求をする
ことができるとしている。

2 問題点

しかし， このような場合に転得者との間で詐害行為取消請
求を認め，転得者が善意の受益者から受け取った財物を失う
ことになると，善意の受益者が転得者から担保責任を追及さ
れて財物の対価として受け取った金員の返還を求められるな
ど，善意の受益者の取引の安全が害されるおそれがある｡ま
た，そのようなおそれがある"と，善意の受益者が将来の責任
追及を危慎して自己の財産の処分を篇曙するおそれもある｡
否認制度においては，相手方が善意である場合の取引の安
全などを考慮し，善意の相手方に対して否認権を行使するこ
とができない場合には，転得者に対しても否認権を行使する
ことができないとしているが，その趣旨は，詐害行為取消の
場合においても妥当すると考えられる。

○

3 改正法案の内容

そこで，改正法案においては，転得者に対する詐害行為取
消請求については特則を設けることとし,否認制度に倣って,
受益者が善意でなく受益者に対して詐害行為取消請求をする
；ことができる場合に限り，転得者に対しても詐害行為取消請

I

－1－

改正法案においては，受益者に対する詐害行為取消
と区別し，いわゆる転得者に対する詐害行為取消請
ついても特則を設けているが，その内容と理由はど
うなものか，法務当局に問う。
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求をすることができることとしている（第424条の5柱書
き） 。

なお,転得者自身が，転得の当時，債務者がした行為が債
権者を害することを知っていたことも必要となる(第424
条の5第1号） （注1） (注2） 。
（注1） 現行の破産法においては，転得者がその前者に対する否認の
原因があること，すなわち，①当該行為が詐害行為であることに加え
て，②前者が悪意であることをも知っていなければ，転得者に対して
否認をすることができないとされている(破産法第170条第1項)｡．

（ ・ しかし，当該行為が詐害行為であることを知っていれば否認請求を許

c容するのに十分であるし,前者の主観についての認識まで求めるとそ
の立証の負担から否認権の行使が過度に制約される。そこで，整備法
案においては,破産法についても，転得者は詐害行為であることを認
識していれば足り，前者の悪意についての認識を要しないこととする
よう，改正することとしている。

（注2） 対象財産が転々と売買され，転得者が複数名存在することも
考えられるが,その場合には，その転得者の前に転得した全ての転得
，者が悪意でなければならないこととしている(第4241条の5第2号)。
すなわち，対象財産が受益者から転得者Aに譲渡され，その後転得者
B,さらに転得者Cに譲渡された場合には,転得者Cだけでなく，受
益者，転得者A及び転得者Bが悪意でなければならない。
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

(火）平成29年5月23日
元榮太一郎（自民）

3喜取簔譲欝薑善壹票饗購臺蕊鍾豐灘素賓
詐害行為取消請求を不当に免れるために，善意の者を形
式上受益者とし，その善意の者から無償で財産の移転を

琴筥藍撰髻湊禦汚課奎毫ほ琴諏簔灘雪離
問う。

（答）

1 改正法案

○ 改正法案においては，問題となっている行為が詐害行為で
あることについて受益者が悪意でなければ，転得者に対して
詐害行為取消請求をすることはできないこととされている(第
424条の5） 。

2想定される問題

もっとも，そうすると，悪意の者が，債務者と直接取引を
するのではなく， まずは善意の者に債務者と問題となる行為
をさせ，その後,その善意の者から無償でその行為によって
移転した財産の移転を受けるといった形式を整えることで,
詐害行為取消請求を不当に免れることができるようにも思わ
れる。C

3問題に対する対処

しかし， このように不当な目的をもって善意の第三者を介
在させた事例では，その善意の者は，その悪意の者と区別さ
れる取引上の主体と評価することはできず，悪意の者と一体
の者として扱われるべきである（注）。そのため， このよう
な善意の者が形式的に存在したとしても，善意の者が介在し
たと評価されることはない。

－1－



4結論

したがって， このような事例においてはj善意の受益者が
形式的に存在したとしても，債権者が詐害行為取消請求をす
ることは妨げられないと考えられる。

．(注）なお，信託法においては，信託を設定する行為等が詐害行為であ
る場合にその行為等を取り消すための要件が定められており，善意
の受益者等に対しては詐害行為取消請求をすることはできないとし
ているが（整備法案による改正前の信託法第11条第1項等） ，不
当な目的でその善意の受益者が介在したケースについては,詐害行

Q毒零鱈譲衾堯簿壽灘蟇辮ご綴蝶嚇
られた背景には,そもそも，信託制度自体が債権者を害する目的で
利用されることが多いとの懸念が強くあったことがある。

』 （参照条文）

○整備法案による改正前の信託法

（詐害信託の取消し等）

第十一条委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合に
は受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かにかかわらず、
債権者は、受託者を被告として､民法（明治二十九年法律第八十九号）
第四百二十四条第一項の規定に.よる取消しを裁判所に請求することが

○できる。ただし、受益者が現に存する場合において､その受益者の全
部又は一部が、受益者としての指定（信託行為の定めにより又は第八
十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更
後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。 ）を受けたこと
を知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実

， を知らなかったときは、この限りでない。

2～6 （略）

7受益者の指定又は受益権の譲渡に当たっては、第一項本文、第四項
本文又は第五項前段の規定の適用を不当に免れる目的で､債権者を害
すべき事実を知らない者(以下この項において｢善意者」 という。 ）
を無償（無償と同視すべき有償を含む。以下この項において同じ。 ）

0
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で受益者として指定し、又は善意者に対し無償で受益権を譲り渡して
はならない。

8前項の規定に違反する受益者の指定又は受益権の譲渡により受益者
第一項ただし書及び第四項ただし書(第五項となった者については、第一項たたし吾及び第四損にﾉこし言

後段において準用する場合を含む。 ）の規定は、適用しない。

0

○

ミ

↓

（ ）
、一

ノ

~

、

－3－



J，

参・法務委員会
対法務当局(民事局）

(火）平成29年5月23日
元榮太一郎(自民）

4問改正法案においては，詐害行為取消権の行使の方法

髪言麗蘇渠蕊離蕾ち髪の具体的な内容はどの
（答）

改正法案ば詐害行為取消権の行使方法に関しては，①逸出
した財産の債務者への返還請求権等の明確化，②債権者から相
手方への直接の支払請求等の明確化，③取消しの可能な範囲の
明確化をしている。

○
1 逸出した財産の債務者への返還請求権等の明確化 、
まず,逸出した財産の債務者への返還請求権等の明確化に

． ついてであるが，現行法は，詐害行為取消権を行使する債権
者が，行為の取消しのほか， どのような請求ができるかを明

‘ 示的に定めていない。

もっとも，判例は,財産を取り戻して責任財産の保全を図
るという目的を達する観点から，債権者は，詐害行為取消請
求において，行為の取消しだけではなく，その行為によって

移転した財産の返還を請求することができるとしている。
そこで，改正法案においては，その旨を明文化するととも

○に' （第424条の6第1項前段，第2項前段） ，その財産の
返還をすることが困難であるときは，その価額の償還を請求

することができることとしている（同条第1項後段・第2項
後段） 。

2債権者から相手方への直接の支払請求等の明確化
次に，債権者から相手方への直接の支払請求等の明確化で
あるが，例えば，受益者への金銭の贈与について詐害行為取
消権を行使した場合において，受益者に対して債務者への金
銭の返還を請求することができるのみで，債権者はその受取

－1－



ができないとすると，債務者が受領を拒否したときには，責

任財産の保全という目的を達することができないこととなるb
そのため，現行法に明文の規定はないものの，判例は,詐
害行為取消権を行使した債権者は, 自己への金銭の支払など
を求めることができるとしている。

そこで，改正法案においては，判例に従い，その旨を明文

化することとしている（第424条の9） 。

3 取消しの可能な範囲の明確化

最後に，取消しの可能な範囲の明確化であるが,現行法に

O明文の規定はないが,判例は,取消しの範囲を債権者の債権
の保全に必要な範囲に限定する観点から,債権者ば債務者
がした行為の目的が可分であるときは, 自己の債権の額の限

度においてのみ，その行為の取消しを請求することができる

！ としている6

そこで，改正法案においては，判例に従い，その旨を明文

化することとしている（第424条の8） 。

(参照条文）
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(財産の返還又は価額の償還の請求）

第四百二十四条
一

の六 債権者
一

は、 受益者

に対する詐害行為取消請求において、

債務者が した
－
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一
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且債権者は、転得者に対する詐害行為

(新設）
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前消請求において、 』 責:塔者がした行為
● ■

の酌箔1，上と＃､に、転得者が転得した
■ $

財産の仮攪左請求することができる。

振娼岩力§その財産の返還をすることが
1

閑齪でおろし費は、債権者は、その価

額の償還を請求することができる＆
●

p●

（詐害行為の取消しの範囲）

●

●

●

第四百二十四条の八債権者は､詐害行
篤酌箔請求為する場合において、債務
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参･法務委員会
対法務当局（民事局）

(火）平成29年5月23日
元榮太一郎(自民）

5問改正法案においては，詐害行為取消権を行使した債
権者が自己に支払を受けた金銭の返還債務と債務者に対
する自己の債権とを相殺することについてどのように扱
われているのか，法務当局に問う。

(答）

1現行法

現行法の下では，債権者が詐害行為取消権を行使して自ら
金銭の支払を受けた場合には，その金銭の返還債務と債務者

○に対する自己の債権とを相殺することは許容されると一般に
解されている。

これにより，債権者は，民事執行の手続をとることなく， ‘
自己の債権を事実上優先的に回収することができ，実際にも
そのような利用がされる例は少なくない。

2批判的意見

しかし, これに対.しては,詐害行為取消制度は後の強制執
行に備えて責任財産を保全するものであるから，債権者が民
事執行の手続をとることなく債権回収を図ることは制度趣旨
を超えているなどとする批判があり，法制審議会における検

○討の過程では，相殺を禁止する案も検討された｡

3肯定的意見

もっとも,この場面での相殺による債権回収を否定すると) ､
債権者が詐害行為取消権を行使する動機を減少させ，詐害行
為がされても詐害行為取消権が行使されなくなるため，詐害
行為取消制度が有する詐害行為の抑止という効果が減退して
しまう，また，保全すべき金銭債権が少額で,その債務者が
行方不明であるケースなどのように民事執行の手続をとるこ
とを要求するのは酷な場合もあるなどとして，相殺を禁止す
ることに消極的な意見も強く主張され,最終的には， このよ

－1'一



うな意見が大勢を占めるに至った。
§

1

改正法案の内容

そこで，改正法案においては，

4
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

(火）平成29年5月23日
元榮太一郎（自民）

6問詐害行為取消請求を認容する確定判決の効果を債務
者にも及ぼすこととした上で,財産処分行為が取り消さ
れた場合には，受益者は，債務者に対し，反対給付の返
還を請求することができることとしているのはなぜか，
法務当局に問う。

（答）

1 現行法

現行法の下で，判例は,詐害行為取消の効果は債務者には
． 及ばないとしていることから,例えば，債務者を売主とする
C自動車の売買契約が取り消され，買主である受益者がその自
動車を債権者に返還することになった場合であっても，受益
者は,債務者に対し， 自動車の反対給付である代金の返還を
求めることはできないと解されている。

2問題点

しかし， このような場合において，受益者は債権者に自動
車を返還しなければならないにもかかわらず，その反対給付
である代金の返還を求めることができないのは公平を欠くと
いうほかない。

また，破産法上の否認制度においても，財産処分行為が否
o認された場合には，相手方は，その財産処分行為における反
対給付の返還を請求する権利を行使することができるとされ
ている（破産法第168条） 。

3 改正法案の内容

そこで,改正法案においては，詐害行為取消請求を認容す
る確定判決の効果を債務者にも及ぼすこととした上で（第4
25条） ,財産処分行為が取り消された場合には，受益者は，
債務者に対し，反対給付の返還を請求することができること
としている（第425条の2） （注1） （注2） （注3） 。

－1－



(注1） 本文1の例は，財産処分行為が詐害行為取消権の対象となっ
た場合であるが， このほか犢務消滅行為が詐害行為取消権の対象と
なることもある｡例えば,債務者Aが，債務者Aに対して100万円
の債権を有するBとの間で，その債権につき債務者Aが所有する1'0
00万円の土地を代物弁済に充てる旨の代物弁済契約を締結し,Bの
債権が消滅した場合において,債務者Aに対して別の債権を有するC
による詐害行為取消請求によって代物弁済契約が取り消され,Bがそ
の1000万円の土地を返還することとなったとして:も，債務者に効
果が及ばないとすると,Bが有していたAに対する100万円の債権
は消滅したままであり,BはAに対し100万円の債権を行使できな
いように思われる。しかし，そのような結論稔妥当ではなく，判例の
中には，債務消滅行為である代物弁済が取り消された場合には，代物
弁済により消滅した債権も原状に復するとしているものもある(大判
昭和16年2月10日） 。
そこで,改正法案においては'この事案において,債務消滅行為で
ある代物弁済が取り消された場合にも， 100万円の債権は原状に復
するとしているが,そのように債権が原状に復するためにはj受益者
が債務者から給付を受けていた場合には,その給付を返還し，又はそ
の価額を償還しなければならないこととしている(第425条の3)｡
（注2） 債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは，
受益者は，その価額の返還を請求することができることとされている
（第425条の2後段） 。
（注3） 詐害行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消
されたときは，その転得者は，その転得者がその前者から財産を取得
するためにした反対給付等の価額を限度として，受益者に対する詐害
行為取消請求によって詐害行為が取り消されたとすれば受益者が債務
者に対し有することになる反対給付の返還請求権等を行使することが
できることとされている（第425条の4） 。
例えば,債務者Aが受益者Bに対して自動車を100万円で売却し，
更に受益者Bが転得者Cに対してその自動車を50万円で転売したが，
このAのBに対する売却が詐害行為に該当するというケースにおいて，
受益者Bに対する詐害行為取消請求が認容されて取り消されたとすれ

○

C

、

－2－



ぱ,受益者Bは債務者Aに対して自動車の反対給付である代金である
100万円の返還を請求することができる。このケースにおいて，転
得者cに対する詐害行為取消請求が認容されて取り消されたときは，
転得者cは,Aに対し, CがBに対して支払った自動車の反対給付の
代金である50万円を限度として,受益者Bに対する詐害行為取消請
金ぷ薑刃索圭J/1J'1秤,H三ずべ巽等然若Rの借藩若Aに対する100万円の求が認容されれば生ずべき受益者Bの債務者Aに対する10
奉雪枠全の掘攪誇炎権券行棒することができることとなる。売買代金の返還請求権を行使する

一
↓
〆

1
○

ダ

←

○

ー
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

(火）､平成29年5月23日
元榮太一郎（自民）

7問改正法案においては，詐害行為取消請求に関与する
機会を債務者に保障するために， どのような見直しをし
ているのか,法務当局に問う。

（答）

現行法に明文の規定はないが，判例は，詐害行為取消請求を
認容する確定判決の効果は,財産の返還を求める相手方には及
ぶが，債務者には及ばないことを前提として，詐害行為取消請
求に係る訴えにおいては，相手方を被告とすべきであり，債務
○者を被告とする必要はないとしている。
改正法案においては,判例に従い，財産の返還を求める相手
方（注1）を被告とすべきことを明文化しているが（第424
条の7第1項） ，先ほど答弁したように判決の効果が及ぶ債務
者にも審理に参加する機会を保障するため，債権者は，その訴
えを提起したときは,遅滞なく，債務者に対し，訴訟告知をし
なければならないこととしている（第424条の7第2項） （注
2） 。

（注1）具体的には，①受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えに
おいては受益者を，②転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えに
おいてはその相手方である転得者をそれぞれ被告とすることとなる(第
○424条の7第1項） 。
(注2）債務者は，詐害行為取消請求に係る訴えについて強い利害関係
を有し,その判決によって負担を負うことになるから，詐害行為取消
請求について争う際には，その審理について独立当事者参加又は補助
参加をすることが考えられ，これによって自ら証拠の提出などの訴訟
活動をすることができる。

（参照条文）

○民事訴訟法（平成8年法律第109号）

（補助参加）

第四十二条訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補

－1－
、



．助するため、その訴訟に参加することができる。
（独立当事者参加） ．

第四十七条訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟
の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その
訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として､当事者としてその訴訟に参加す訴訟の当事者の双方又は

ることができる。

(略）2～4
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参・法務委員会
‘対法務当局（民事局）

平成29年5月23日（火）
元榮太一郎（自民）

8問改正法案において，心裡留保による意思表示を信頼
した第三者の保護規定（第93条第2項）の新設をし
た理由を）法務当局に問う。

(答）

1現行法

現行法には，心裡留保による意思表示を信頼した第三者を

保護する規定はない。

O2問題点
しかし，例えば，心裡留保による意思表示をした売主がパ
ソコンの売買契約をした後， 買主から第三者がさらにそのパ

ソコンを購入するといった事例のように，心裡留保による意
思表示を前提として，第三者がさらに契約等をすることがあ

り得る。

3現行法. ・判例

心裡留保による意思表示が無効とされる場合であっても，

真意ではないことを知りながら真意と異なる意思表示を行っ

○た表意者には，そのような無効な意思表示を行ったことにつ
いて責められるべき事情があることから，その意思表示を信

頼した第三者が現れたときは，表意者よりもその第三者を保

護すべきであると考えられる。どのため，現行法に明文の規

定はないが，判例の趣旨も，善意の第三者に対しては，心裡

留保による意思表示の無効を主張することはできないとする

ものと考えられている （注） 。

4改正法案の内容 ‘ ．

そこで,改正法案においては， この判例の趣旨に沿って，
●

－1－

や



心裡留保による意思表示の無効は，善意の第三者に対抗する

ことができない旨を明文化することとしている （第93条第

2項） 。

(注） 最判昭和44年11月14日民集23巻11号2023頁

(参照条文）

○

、

○

－2－
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旬
改正案 現行， ． ．

●
Ｊ
Ｕ

(心裡留保）

第九十三条

2．
－

ゅ ら

(略）

げ e

前項ただし書の規定による意思表示

の無効は、善意の第三者に対抗するこ

とができない。

(心裡留保）

第九十三条 （同左）

(新設）
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参･法務委員会
'対法務当局(民事局）

平成29年5月23日 （火）
元榮太一郎（自民）

息者の保護
車

f，のが シ
可
６
藍

へ
印
〕
一
一
ｔ

（答）

1現行法

現行法は，詐欺による意思表示の取消しは，善意の第三者
に対抗することができないと規定しており,その文言上は，

詐欺による意思表示を信頼した第三者に過失があったかどう

oかを問題としていない。そして， この点は,虚偽の意思表示
を信頼した第三者の保護規定（第94条第2項） と同一であ

る；

2問題点

しかし， 自ら虚偽の外観を作出して虚偽の意思表示（第9
4条）をした表意者と比べれば，詐欺による意思表示をした

表意者は，責められるべき事情が小さいから，詐欺による意
思表示を信頼した第三者を保護するためには，その第三者の
信頼が虚偽の意思表示を信頼した第三者より保護に値するも
のでなければバランスを欠くことになる。

一－
1 － －

U
I

i

〃

3 改正法案の内容

そこで，改正法案においては，詐欺による意思表示の取消

しは，善意でかつ過失がない第三者に対抗するこどができな
いこととし，過失がある第三者には対抗することができるこ

ととしている（第96条第3項） （注） 。

(注）判例においては，現行法の解釈として同様の考えを明示するも

のはないが，学説上は，同様の考え方を採用する説が有力である。

－1－
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(参照条文）
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改正案
凸 宅

現行

. (詐欺又は強迫） 印

0

第九十六条 （略）

2 （略）
■
０

3

■ ●

● e q

前二項の規定による詐欺による意思
0

表示の取消しは、 善意でかつ過失がな

い第三者に対抗することができない｡

(詐欺又は強迫）

第九十六条 （同左）

2 、 （同左）
q ①

3前二項の規定による詐欺による意思

表示の取消しは、善意の第三者に対抗
子 ●

することができない。
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月23日 （火）
元榮太一郎（自民）

音の保護
生窪当肩

暗誰
0区

（答）

1・現行法

現行法には，錯誤による意思表示を信頼した第三者を保護

する規定はない。 9

○2 問題点
しかし，例えば，錯誤に陥った売主がパソコンの売買契約

をした後,買主から第三者がさらにそのパソコンを購入する
といった事例のように，錯誤による意思表示を前提として， 『
第三者がさらに契約等をすることがあり得る｡
このような第三者が現れた場合にjその第三者が錯誤につ

いて善意でかつ過失がないときは，錯誤に陥って意思表示を
したことについて表意者に責められるべき事情がある以上，

表意者よりもその第三者を保護すべきである。

、

｡

ノ

!(_)3改正法案の内容
そこで,改正法案においては，錯誤による意思表示の取消

しは，善意でかつ過失がない第三者に対抗することができな
いこととしている(第95条第4項）。

(参照条文）

-．1－
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ｊ誤錯く （錯誤）

第九十五条
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法律行為の目的及び取引上の社会通念

に照
一
らして
－

重要な

b

もので

取り消すことができる。

誤

あるときは、

意思表示に対応する意思を欠く錯
｡

一
・
一
一
一

情についてのその認識が真実に反す

る錯誤
一

、

且前項第二号の規定による意思表示の

取消しは、その事情が法律行為の基礎

． と
一

され
－

ていることが表示さ れて
－

いた

壹に限り､することができる｡‘

と
一

旦鎧謹逆壷童宣里…墜_重_迄
●

のであった場合には、次に掲げる場合

一
一
一
を知り、
－

又は重大な

らなかったとき。
一
一
一

過失
一

によって知

相手方が表意者と同三の錯誤に陥
争旬

○ ●

っていたとき｡

全篁二望旦規型皇_主_至童昼壷丞里里遁
I

Lは、善意でかつ過失がない第三者に

対抗することができない。
■

ただし､表意者に重大な過失があった

ときは、表意者は、 自らその無効を主

張することができない。



参・法務委員会
対法務当局（民事局）

(火）平成29年5月23日
元榮太一郎（自民）

11問第三者により詐欺が行われた場合の規定（第96
条第2項）の見直しはどのようなものか，法務当局に
問う。

一

（答）

1 現行法

現行法は，第三者が詐欺を行った場合には，相手方がその
事実を知っていたときに限って，その意思表示を取り消すこ

Oとができるとしている。
2 問題点

しかし，①第三者が詐欺を行ったことを相手方が知らなく

ても,知り得た場合には，相手方の信頼は保護に値するとは
いい難いし，②この場合に詐欺による意思表示の取消しが許

されないと，心裡留保の場合において表意者が真意と異なる

意思表示をしたことを相手方が知り得たときに無効になると
されているこ･ととのバランスも欠くことになる。

3 改正法案の内容

C そこでう改正法案においては，第三者が詐欺を行ったこと
を相手方が知り得たときも，その意思表示を取り消すことが
できることとしている（第96条第2項）（注） 。

(注） 判例においては，現行法の解釈として同様の考えを明示するも

のはないが，学説上は，同様の考え方を採用する説が有力である。
〃
ノ
●
、

、

(参照条文）

－1－ 一

改．正案 現行

(詐欺又は強迫） (詐欺又は強迫）



／一

、

4

○ ､

〆

、

i○

0

一

ノ

一

～

且

、
、

ソ

－2－

第九十六条 （略）

2相手方に対する意思表示について第

三者が詐欺を行った場合においてはへ
｡

相手方がその事実を知り、又は知るこ
■

■ ①

とができたときに限り
■

、

①

その意思表示

を取り消すことができる。

3 （略）

第九十六条 （同左）
一

ｑ

夕

2 相手方に対する意思表示について第

三者が詐欺を行った場合においては、

相手方がその事実を知っていたときに

限り 、

できる

■

、 写

頓

その意思表示を取り消すことが

◎

3 （同左） 。 、



参・法務委員会
対法務当局(民事局）

平成29年5月23日（火）
元榮太一郎（自民）

●

12問改正法案において，錯誤による意思表示に関して
どのような点を見直しているのか，法務当局に問う。

（答）

錯誤による意思表示とは,表意者が誤った認識又は判断を原

因としてした意思表示をいい，その中には，①書き間違いや言

い間違いなどのように意思表示の内容と真意とが一致していな

い｢表示の錯誤｣ と （注’） ,②意思表示の内容と真意とは一

○醗雅窒謡鰄毒1こ誤解がある｢動機の
改正法案は，錯誤に関しては,、 （先ほど申し上げた）錯誤に

よる意思表示を信頼した第三者の保護規定の新設のほかに，①
錯誤による意思表示の効力を否定するための要件の見直し，②

錯誤の類型の区別の明示と動機の錯誤の特則の新設,③錯誤に

よる意思表示の効果の見直しなどを行っている（注3） 。

ザ

①錯誤による意思表示の効力を否定するための要件の見直し

現行法は, 「法律行為の要素に錯誤」があることを錯誤に

直 よる意思表示の効力を否定するための要件としているが，改

o正法案においては,それに代えて，錯誤に基づき意思表示が
されていたことと，錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会

通念に照らし重要なものであること （第95条第1項）をそ

の要件とすることとしている。

②錯誤の類型の区別の明示と動機の錯誤の特則の新設

現行法は，表示の錯誤と動機の錯誤とを区別して規定して

いないが，改正法案においては,両者を区別して規定し,動

，機とした事情が法律行為の基礎とされていることが表示され

ていなければ，動機の錯誤による意思表示の効力を否定する

-1－

ー

、



ことはできないこととしている (第95条第2項） 。

③錯誤による意思表示の効果の見直し

現行法は，錯誤の効果を「無効」 としているが,改正法案

においては，錯誤の効果を「取消し」に改めることとしてい

る(第95条第1項)。

（注1） 真意と意思表示の内容が一致していない錯誤（表示の錯誤）

の典型例としては，買主が100万円で購入するつもりであっ

たが1000万円と誤記された売買契約書を作成した場合が挙

○ げられる°
なお，ｼf.ンターネット取引における操作ミスで購入する個数

を誤って指示した（10個のつもりで100個と入力してしま

，？ った）場合も表示の錯誤になるが，インターネット取引の場合

には，平成13年に成立した「電子消費者契約及び電子承諾通

知に関する民法の特例に関する法律｣ (整備法による改正後の

題名は「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」 ）

第3条により特則が設けられており，消費者に重過失があって
も原則として錯誤を主張することができるとされている。

（注2） 真意と意思表示の内容は一致しているが，その基礎となった

事実に誤解がある錯誤（動機の錯誤）の典型例としては，時計
IC

を紛失したと誤解して新品の時計を買う場合や，レプリカであ

るのに，ピカソの真作だと思って絵を買う場合などが挙げられ

る。これまでの裁判例に現れたものとしては，①離婚に伴う財

産分与として土地・建物を譲渡する場合に，分与者が自己に課

税されることはないと誤信した事例(最判平成元年9月14日）

や,②解雇事由がないにもかかわらず,解雇されると誤信して，

それを避けるために退職届を提出した事例(横浜地裁川崎支部

平成16年5月28日）などがある。

． （注3） そのほか，表意者に重過失がある場合の取扱いの見直しをし

－2‐
I



0

ている。すなわち，現行法は表意者に重過失があったときは無

効を主張することができないとしているが，①錯誤があること

を相手方が知り,又は重大な過失によって知らなかった場合及

び②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合には，相手

方には保護すべき信頼がないから，改正法案においては，これ

らの場合には，表意者に重過失があったとしても意思表示を取

り消すことができることとしている(第95条第3項)。

なお，重過失があるとは，錯誤に陥ったことにつき,当該の

具体的な事情の下において，表意者の職業，行為の種類，目的

などに応じ,普通人に期待される注意を著しく欠くことをいう。

例えば,株式の売買を業とする者が株式の譲渡を制限していた

会社の定款を調査しない場合に認められた事案がある（大判大
○

6年11月8日） 。 、

、ノ

#○

、
Q

－3－ ●



、 参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月23日 （火）
元榮太一郎（自民）

て，意思表示i

が法律行為の

要なものであそ
y沓､3－一少洲§-7零

基
踊
目

、
。
寺
‐
、
７
Ｎ
己

､,円訟に、0

（答）

1現行法

相手方に欺闇行為がある詐欺とは異なり，錯誤はj相手方

Oの行為によらず，表意者が自ら誤解をしたことが原因となっ
ている｡そのため，些細な錯誤でも無効の主張ができるとす

るど，取引の安全を著しく害するおそれがある。

そこで，現行法は， 「法律行為の要素に錯誤」があるとき

に限り，錯誤による意思表示は，無効となるとし，判例は，

錯誤がなかったならば，①表意者自身がその意思表示をしな
いであろうと認められるほどに錯誤と意思表示との間に因果

関係があり，かつ，②通常人であっても意思表示をしなかつ

たであろうと認められるほどにその錯誤が客観的に重要であ

る場合でなければ， 「法律行為の要素に錯誤｣があるとはい

○えないとする。
0

2 問題点・改正法案

もっとも，そのような判例の理解を現行法の「法律行為の

‘ 要素」という文言から読み取ることは著しく困難である。

そこで，改正法案においては，判例の趣旨を端的に明文化

し，錯誤を主張することができるのは，①意思表示が錯誤に

基づくものであり，かつ，②錯誤が法律行為の目的及び取引

上の社会通念に照らして重要なものであるときに限ることと

、 している（第95条第1項） 。
0

－1－



(参照条文）

ゆ
■

●
◆

/、
（ ノ
ヘーーグ

◆

○
1

や

－2－

■
ｈ
ｐ
ａ
■

改正案
■ 色

現行
●

0 ノー

（錯誤）

第九十五条意思表示は、次に掲げる錯

一
一

に照ら
－

して重蔓立 ものであるI■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

取り消すことができる。

誤

ときは、

意思表示に対応する意思を欠く錯

● ･

一一一一

《
６

2
1■■■■■■■■

情についてのその認識が真実に反す
り

る錯誤
●

●

廿 C

G

前項第二号の規定による意思表示の

里遁_l=』主全一垂_堕皇i鼬塗建…礎

とされて

髪lテR月例

3．
－

●

いることが表

－3－スール洲§

錯誤が表意者の重大

示されていたと

-7憩髪ス

な過失に
－

よるも

。

の取消しをすることができない。

一
一 相手方が表意者に錯誤があること

を知り、又は重大な過失に

らなかったとき｡－

上って知

一
●
一
一
一

っていたとき。

全第一項の規定による意思表示の取消

しは､善意でかつ過失がない第三者に

(錯誤）
－

C ● ●

第九十五条意思表示は、法律行為の要
●

素に錯誤があったときは､無効とする。

ただし、表意者に重大な過失が
－

あった

ときは､表意者は、 自らその無効を主

張することができない。

｡ ■0

b

G

凸 0 ，

ワ

●

■

､

■

け

■

、 ●

■ ■

9

◆
●

c

c

④

●

｡

q

◆

b

●

巳

■

申

■



(火） 参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月23日
元榮太一郎（自民）

95条第1項においてウ表示α

別し，動機の錯誤を理由とすそ
動機l呈した事情が法律行為の二

誤と動機の錠

思表示の取灌

■■■ ■■
■｡■

(答）

1現行法

錯誤による意思表示には(先ほど申し上げたとおり） ， 「表
○示の錯誤」と 「動機の錯誤」がある。
もっとも,現行法第95条は,この両者を区別せず,単に’
意思表示は， 「法律行為の要素に錯誤｣があれば，無効とす

るとのみ規定している。

2判例

しかし，動機の錯誤の場合には，表意者は，意思表示の内

容自体は正確に理解して表示している。また，動機といって

も，表意者の動機が相手方には明らかではない場合も多い。

したがって，表示の錯誤と同様の要件でその効力を否定した

のでは，取引の安全を著しく害するおそれがある。

そのため，判例は，動機の錯誤を理由として意思表示の効

力を否定するためには，その動機が意思表示の内容として相

手方に表示されていなければならないとしている(注1） （注

2） 。

!○

3問題点

もつとも， このような判例の考え方は，現行法第95条の

文言からは読み取ることが困難であり，動機の錯誤に関する

具体的なルールを明文化するのが望ましい。
I

－1－



4改正法案の内容

そこで，改正法案においては，動機の錯誤を表示の錯誤と

区別した上で,動機の錯誤を理由とする意思表示の取消しは,

「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されて

いた」場合，ずなわち，動機となった事情が契約の当然の前
提となるなど法律行為の基礎とされjその旨が明示又は黙示

・に表示されたといえる場合に限りすることができることとし

ている （注3） 。

(注1） 動機が意思表示の内容として相手方に表示された場合とは，

例えば，離婚に伴う財産分与として土地･建物を譲渡する場合

に，分与する者には課税されない(分与する岩が税金を負担し
ない）ことがその財産分与の当然の前提であることが表示され

セレI,たような場合（最判平成元年9月14日）である。
(注2） 動機が表示されても，それが意思表示の内容におよそ関わり

のないものである場合には，錯誤を理由として意思表示の効力

を否定するこ･とはできない｡､例えば,Aが, Bに対する債務の・

返済資金とするため〉金融機関cに有していた定期貯金を解約
した場合において,AがCに対して債務の返済に充てるために

解約するという動機を表示していたとしても，その動機は定期

貯金を解約するという意思表示の内容におよそ関わらないもの

であるから，仮にAがBに対して負っていた債務が無効であっ

たとしても,Aは錯誤を理由として解約を無効とすることはで

きない（最判昭和47年5月19日参照） 。

(注3） （注1）のように，分与する者に課税されないことを前提と

して財産分与の内容が定まるなど，分与する者に課税されない

ことが財産分与行為の基礎（前提）とされ，そのことが表示さ

れていた場合には,その課税されないことに錯誤があることを

理由として財産分与行為を取り消し得る。

○

i○

－2－



一方で， （注2）の事案は, 「債務の返済に充てるために解

約する」という動機は，通常は解約行為の内容に全く関わりの

ないことであり，当事者間において解約行為の基礎（前提） と

なり得ないから，その動機が表示されていても，解約行為を取

り消すことはできないことになる。

１

(参照条文）

L

〔
し

●

〆－－

／ 、､

L－ノ

‐

』

■

、
″
／
Ｉ

－3－

改正案 現行

（錯誤）

第九十五余意思表示は、次に掲げる錯

一
一

に
~〒
照.らして重要なものであるときは

．取り消すことができる。

誤

一
一
一

意思表
一

表意者

示に対応する意思を欠く錯

が
一法律行為の基礎とした事

情についてのその認識が真実に反す

る錯誤

且前項第二号の規定による意思表示の

取消しは、その事情が法律行為の基礎
9

争 伊

とされていることが表示されてい

髪lァK目h 3－ス声少流ﾐｰ『尋去ス 。

たと
一

且錯誤が表意者の重大な過失によるも

のであつ
■■■■■■■■■■■■■

た場合には、次に掲げる場合

を除き、第一項の規定による意思表示

イハ雨シ当1方"-オース戸

一
一

｡

シ流§ -7零去 ない
一

相手方が表意者に錯誤があること

を知
■■■■■■■■■■■■■■■■

り、
－

又は
－

重大な過失によって知

らなかったとき。

(錯誤）
－

第九十五条 意思表示は、法律

■。字

室:行為の要1．

素に錯誤があったときは､無効とする。

ただし、 表意者
一
に重大
一

な過
一

失があった

ときは、表意者は、 自らその無効を主

張することができない。 ：
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、ルは、善意でかつ過失がない第三者に

対抗することができない。
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へ

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月23日 （火）
元榮太一郎（自民）

15問相手方の言動によって「表意者が法律行為の基礎
とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤｣
が惹起された場合（いわゆる惹起型の錯誤)について

特別の定めを置かないこととしたのはなぜか，法務当
局に問う。 :

（答）

1検討された内容

o取 雲'潮菫鱸蔑雛糯譽認
表示されているとき」に限り，することができることとして

いる。

しかし,法制審議会における検討の過程では，相手方がそ

の錯誤を惹起した場合には,その意思表示が取り消されても

相手方はこれを甘受すべきであるから,動機の錯誤において，

その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されてい

るかどうかにかかわらず，意思表示を取り消すことができる
〆とする特則を設ける案も検討された。

、

○2採用されなかった理由
しかし， この案に対しては,錯誤により意思表示を取り消
すことができる範囲が現状の無効とされている範囲よりも拡

大し，取引の安全が害されるのではないか， 自由で活発な取
引を萎縮させるおそれがあるのではないかといった観点から

の反対意見のほか，不実の表示をして錯誤を惹起した者が情

報量や交渉力に劣る中小企業や消費者等である場合にまで，

容易に意思表示の取消しが認められることになるという観点

からの反対意見などが出された。

また， 「その事情が法律行為の基礎とされていることが表

－1－



、

示されている」 とは， 明示的に表示されている場合だけでな

く,その意思表示に至る経緯等に鑑み，黙示的に表示されて

いる場合をも含むものである。 したがって，相手方が惹起し

た錯誤が契約などで重要な意味を持ち，意思表示の取消しを

認めるのが相当な事案については，明示の表示がなくても，

黙示的に表示されていると認定することにより事案の適切な

解決を図ることが可能であると考えられる。

そこで，改正法案においては，相手方が錯誤を惹起した場
合についての特則は置かないこととした。
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